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大
多
喜
天
然
瓦
斯
は
、
国
民
固
有
の
財
産
で
あ
る
天
然
ガ
ス
を
原
料
と
し
て
事
業
を
行
つ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

今
回
の
値
上
げ
が
自
ら
の
経
営
責
任
を
県
民
に
転
嫁
す
る
も
の
だ
と
の
疑
問
も
あ
り
、
政
府
の
見
解
を
伺
う
も
の

で
あ
る
。 

昭
和
五
十
三
年
五
月
十
九
日
、
大
多
喜
天
然
瓦
斯
株
式
会
社
（
以
下
「
大
多
喜
天
然
瓦
斯
」
と
い
う
。
）
は
、
通
産

省
東
京
通
産
局
長
に
対
し
、
平
均
約
二
五
％
に
の
ぼ
る
ガ
ス
料
金
の
値
上
げ
を
申
請
し
た
。
大
多
喜
天
然
瓦
斯 

 

は
、
千
葉
県
茂
原
市
、
千
葉
市
、
市
原
市
、
八
千
代
市
な
ど
県
内
約
四
万
六
千
戸
に
家
庭
用
ガ
ス
を
供
給
し
て
い

る
も
の
で
あ
り
、
県
民
生
活
に
与
え
る
影
響
は
多
大
な
も
の
が
あ
る
。 

一 

大
多
喜
天
然
瓦
斯
は
、
関
東
天
然
瓦
斯
開
発
株
式
会
社
（
以
下
「
関
東
天
然
瓦
斯
開
発
」
と
い
う
。
）
の
一
〇
〇
％

出
資
の
子
会
社
で
あ
る
。
ま
た
関
東
天
然
瓦
斯
開
発
は
、
鉱
業
法
に
基
づ
く
天
然
ガ
ス
の
鉱
業
権
を
有
す
る
会 
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瓦
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三 

 



 

2 

卸
ガ
ス
料
金
の
値
上
げ
の
認
可
の
際
、
こ
れ
が
家
庭
用
ガ
ス
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
の
検
討
が 

1 

関
東
天
然
瓦
斯
開
発
は
、
ガ
ス
事
業
法
第
二
十
四
条
に
定
め
る
卸
供
給
事
業
者
で
あ
る
が
、
通
産
省
で
は

す
で
に
、
こ
の
卸
ガ
ス
料
金
の
値
上
げ
を
認
可
し
て
い
る
が
、
認
可
の
理
由
、
認
可
料
金
及
び
供
給
条
件
は

ど
の
よ
う
に
な
つ
て
い
る
の
か
。 

今
回
の
値
上
げ
に
つ
い
て
大
多
喜
天
然
瓦
斯
は
、
原
料
費
の
高
騰
を
第
一
の
理
由
に
挙
げ
て
お
り
、
大
多
喜

天
然
瓦
斯
の
値
上
げ
を
検
討
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
関
東
天
然
瓦
斯
開
発
の
卸
売
ガ
ス
料
金
が
適
正
で
あ

つ
た
か
ど
う
か
の
検
討
が
必
要
と
な
る
。 

社
で
、
株
式
の
約
六
四
％
を
三
井
東
圧
株
式
会
社
（
以
下
「
三
井
東
圧
」
と
い
う
。
）
が
所
有
す
る
三
井
東
圧
の
系

列
会
社
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
関
東
天
然
瓦
斯
開
発
が
天
然
ガ
ス
を
採
取
し
、
そ
の
大
部
分
を
三
井
東
圧
に
売
り

渡
し
、
残
り
を
一
〇
〇
％
出
資
の
子
会
社
で
あ
り
、
ガ
ス
事
業
法
に
基
づ
く
一
般
ガ
ス
供
給
事
業
者
で
あ
る
大

多
喜
天
然
瓦
斯
を
通
し
て
天
然
ガ
ス
を
一
般
消
費
者
に
供
給
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

四 

 



 

二 

大
多
喜
天
然
瓦
斯
は
、
今
回
の
値
上
げ
の
理
由
に
つ
い
て
①
原
料
費
の
高
騰 

②
資
本
費
の
増
加 

③
諸
経

費
の
増
大
を
挙
げ
て
い
る
。 

今
回
の
値
上
げ
を
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
前
回
の
昭
和
四
十
九
年
十

一
月
の
値
上
げ
申
請
時
の
説
明
が
、
昭
和
五
十
五
年
末
ま
で
の
六
年
間
で
累
積
赤
字
を
解
消
す
る
と
さ
れ
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
六
％
も
値
上
げ
率
を
圧
縮
さ
れ
た
認
可
料
金
で
さ
え
も
、
わ
ず
か
二
年
間
で
累
積
赤

字
を
解
消
し
て
し
ま
つ
た
と
い
う
実
情
で
あ
る
。
こ
れ
は
過
大
な
水
増
し
申
請
の
結
果
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。 

今
回
の
値
上
げ
は
、
前
回
の
よ
う
に
累
積
赤
字
の
解
消
が
理
由
で
は
な
く
、
先
に
指
摘
し
た
親
会
社
の
卸
ガ

ス
料
金
値
上
げ
が
最
大
の
理
由
で
あ
り
、
関
東
天
然
瓦
斯
開
発
と
大
多
喜
天
然
瓦
斯
の
経
営
努
力
に
よ
つ
て
十 

さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
が
、
ど
の
程
度
の
割
合
で
家
庭
用
ガ
ス
に
は
ね
か
え
る
と
の
判
断
を
持
つ
て
い
た
の

か
。 

五 

 



 

3 

大
多
喜
天
然
瓦
斯
は
、
家
庭
用
ガ
ス
以
外
に
、
日
立
製
作
所
茂
原
工
場
な
ど
に
工
業
用
ガ
ス
を
供
給
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
ガ
ス
料
金
は
、
一
㎥
当
た
り
二
十
四
円
と
い
う
格
安
の
特
約
料
金
と
な
つ
て
い
る
。
こ
の
特 

2 

こ
の
「
適
正
な
見
積
原
価
」
を
算
定
す
る
上
で
、
関
東
天
然
瓦
斯
開
発
に
つ
い
て
も
事
情
を
聴
取
す
る
の

か
ど
う
か
。 

1 

通
産
省
の
「
ガ
ス
料
金
算
定
要
領
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、「
原
料
費
は
、
適
正
な
見
積
原
価
に
よ
る
も
の

と
す
る
」
と
あ
る
が
、
通
産
省
と
し
て
は
す
で
に
原
料
を
供
給
し
て
い
る
関
東
天
然
瓦
斯
開
発
の
卸
ガ
ス
料

金
を
認
可
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ガ
ス
料
金
算
定
の
前
提
は
す
で
に
決
ま
つ
て
し
ま
つ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
実
情
の
な
か
で
通
産
省
は
、
大
多
喜
天
然
瓦
斯
の
「
適
正
な
見
積
原
価
」
を
改
め
て
算
定
す

る
こ
と
を
や
る
の
か
ど
う
か
。 

分
解
決
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
値
上
げ
の
正
当
性
は
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、

大
多
喜
天
然
瓦
斯
の
値
上
げ
に
つ
い
て
の
見
解
を
伺
う
も
の
で
あ
る
。 

六 

 



 

5 

こ
の
大
多
喜
天
然
瓦
斯
の
ガ
ス
料
金
算
定
に
つ
い
て
は
、
親
会
社
で
あ
る
関
東
天
然
瓦
斯
開
発
と
の
関
係

を
明
確
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
れ
ら
の
会
社
は
、
電
話
や
事
務
所
が
同
一
で
あ
る
な
ど 

4 

日
立
な
ど
の
認
可
の
基
準
は
ど
の
よ
う
に
し
て
算
定
す
る
の
か
。 

約
料
金
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て
通
産
省
は
、
ガ
ス
事
業
法
第
二
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
「
特
別
の
事
情
が
あ

る
場
合
に
お
い
て
、
通
商
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
時
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
を
適
用
し
て
い
る
と
説

明
し
て
い
る
。
し
か
し
「
ガ
ス
事
業
法
解
釈
令
規
集
」（
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
公
益
事
業
部
ガ
ス
事
業
課
・
ガ

ス
保
安
課
監
修
）
で
も
た
だ
し
書
の
「
特
別
の
事
情
」
と
は
、
「
た
と
え
ば
天
災
地
変
等
に
よ
り
、
災
害
を
受
け

た
地
域
に
つ
い
て
緊
急
に
か
つ
臨
時
的
に
料
金
を
割
引
く
必
要
が
生
じ
た
場
合
」
な
ど
「
あ
ら
か
じ
め
予
測
し

が
た
い
事
柄
に
対
し
て
の
み
適
用
す
る
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
特
約
料
金
の
根
拠
に
ガ
ス

事
業
法
第
二
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
を
適
用
す
る
の
は
不
当
な
解
釈
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

七 

 



 

 

八 

資
本
費
や
諸
経
費
な
ど
で
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
か
な
り
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
実
情
か
ら
、
ガ
ス
料
金
の
算

定
を
厳
正
に
行
う
た
め
に
も
、
ガ
ス
事
業
法
第
四
十
七
条
の
立
入
検
査
を
し
、
十
分
な
調
査
を
実
施
す
べ
き

で
あ
る
と
思
う
が
政
府
の
見
解
を
お
伺
い
し
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


